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NPO法人榎本地域活動協議会定款

第１章 総則

（名称）

第１条 この法人は、NPO法人榎本地域活動協議会という。

（事務所）

第２条 この法人は、主たる事務所を大阪市鶴見区今津中１丁目９番３２号に置く。

第２章 目的及び事業

（目的）

第３条 この法人は、誰もが輝く元気なまちにしていくために榎本小学校区を中心とした周辺地

域の人々が連携・協力してまちづくりに取り組んでいくことを目的とする。

（特定非営利活動の種類）

第４条 この法人は、その目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

① 保健、医療又は福祉の増進を図る活動

② 社会教育の推進を図る活動

③ まちづくりの推進を図る活動

④ 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動

⑤ 環境の保全を図る活動

⑥ 地域安全活動

⑦ 子どもの健全育成を図る活動

⑧ 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

（事業）

第５条 この法人は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 特定非営利活動に係る事業

① 地域福祉事業

② 文化、教育事業

③ 青少年育成事業

④ 体育厚生事業

⑤ 安全・安心なまちづくり事業

⑥ 環境・緑化事業

⑦ 介護保険法に基づく地域密着型サービス事業

⑧ 介護保険法に基づく地域密着型介護予防サービス事業

⑨ 介護保険法に基づく居宅介護事業

⑩ 介護保険法に基づく居宅サービス事業

⑪ 介護保険法に基づく介護予防サービス事業
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(2) その他の事業
①駐車場業

２ 前項第２号に掲げる事業は、同項第１号に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、利益

を生じた場合は、同項第１号に掲げる事業に充てるものとする。

第３章 会員

（種別）

第６条 この法人の会員は、次の２種とし、正会員をもって特定非営利活動促進法（以下「法」

という。）上の社員とする。

(1) 正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人及び団体

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人及び団体

（入会）

第７条 会員の入会については、特に条件を定めない。

２ 会員として入会しようとするものは、理事長が別に定める入会申込書により、理事長に申し

込むものとし、理事長は、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。

３ 理事長は、前項のものの入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人

にその旨を通知しなければならない。

（入会金及び会費）

第８ 条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。

（会員の資格の喪失）

第９条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1) 退会届の提出をしたとき。

(2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

(3) 継続して１年以上会費を滞納したとき。

(4) 除名されたとき。

（退会）

第１０条 会員は、理事長が別に定める退会届を理事長に提出して、任意に退会することができ

る。

（除名）

第１１条 会員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名する

ことができる。この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款等に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
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第４章 役員及び職員

（種別及び定数）

第１２条 この法人に次の役員を置く。

(1) 理事 ４人以上

(2) 監事 １人以上

２ 理事のうち、１人を理事長、２人以上を副理事長、１人を会計とする。

３ 名誉顧問を置くことができる。

（選任等）

第１３条 理事及び監事は、総会において選任する。

２ 理事長及び副理事長、会計は、理事の互選とする。

３ 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは３親等以内の親族が１人を

超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び３親等以内の親族が役員の総数の３分の１を

超えて含まれることになってはならない。

４ 名誉顧問は、理事会の推薦により総会で選任する。

（職務）

第１４条 理事長は、この法人を代表し、その業務を総理する。

２ 理事長以外の理事は、法人の業務について、この法人を代表しない。

３ 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故あるときは、理事長があらかじめ指名した順序

によって、その職務を代行する。

４ 会計は、会の会計を担当する。

５ 監事は、他の役員又はこの法人の職員を兼ねることはできない。

６ 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び理事会の議決に基づき、この法人の業務を執

行する。

７ 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査する。

(2) この法人の財産の状況を監査する。

(3) 前２号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しく

は定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告する。

(4) 前号の報告をするため必要がある場合には、総会を招集する。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、若しくは理

事会の招集を請求する。

８ 名誉顧問は、代表権、議決権を有しない。

（任期等）

第１５ 条 役員の任期は、２年とする。ただし、再任を妨げない。

２ 前項の規定にかかわらず、任期満了前に、就任後２事業年度が終了した後の総会において後

任の役員が選任された場合には、当該総会が終結するまでを任期とし、また、後任の役員が選任

されていない場合には、任期の末日後最初の総会が終結するまでその任期を伸長する。
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３ 補欠のため、又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期

の残存期間とする。

４ 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなけれ

ばならない。

５ 名誉顧問は、本人の申し出がない限り任期を更新する。

（欠員補充）

第１６条 理事又は監事のうち、その定数の３分の１を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれ

を補充しなければならない。

（解任）

第１７条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任する

ことができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 職務の遂行に堪えない状況にあると認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

（報酬等）

第１８条 役員は、その総数の３分の１以下の範囲内で報酬を受けることができる。

２ 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

３ 前２項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、理事長が別に定める。

（職員）

第１９条 この法人に、事務局長その他の職員を置く。

２ 職員は、理事長が任免する。

第５章 総会

（種別）

第２０条 この法人の総会は、通常総会及び臨時総会の２種とする。

（構成）

第２１条 総会は、正会員をもって構成する。

（権能）

第２２条 総会は、以下の事項について議決する。

(1) 定款の変更

(2) 解散

(3) 合併

(4) 事業計画及び活動予算並びにその変更

(5) 事業報告及び活動決算

(6) 役員の選任又は解任、職務及び報酬
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(7) 入会金及び会費の額

(8) 借入金（その事業年度内の収益をもって償還する短期借入金を除く。第６０条において同じ。）

その他新たな義務の負担及び権利の放棄

(9) 事務局の組織及び運営

(10) その他運営に関する重要事項

（開催）

第２３条 通常総会は、毎事業年度１回開催する。

２ 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2) 正会員総数の５分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求が

あったとき。

(3) 第 14 条第７項第４号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

（招集）

第２４条 総会は、第２３条第２項第３号の場合を除き、理事長が招集する。

２ 理事長は、第２３条第２項第１号及び第２号の規定による請求があったときは、その日から

５日以内に臨時総会を招集しなければならない。

３ 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少

なくとも会日の５日前までに通知しなければならない。

（議長）

第２５条 総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

（定足数）

第２６条 総会は、正会員総数の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。

（議決）

第２７条 総会における議決事項は、第２４条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項と

する。

２ 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した正会員の過半数をもって決し、可

否同数のときは、議長の決するところによる。

３ 理事又は正会員が総会の目的である事項について提案した場合において、正会員の全員が書

面により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の正会員総会の決議があったもの

とみなす。

（表決権等）

第２８条 各正会員の表決権は、平等なるものとする。

２ やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について

書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。
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３ 前項の規定により表決した正会員は、第２６条、第２７条第２項、第２９条第１項第２号及

び第６１条の適用については、総会に出席したものとみなす。

４ 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることがで

きない。

（議事録）

第２９条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員総数及び出席者数（書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記

すること。）

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が記名、押印しな

ければならない。

３ 前２項の規定に関わらず、正会員全員が書面により同意の意思表示をしたことにより、総会

の決議があったとみなされた場合においては、次の事項を記載した議事録を作成しなければなら

ない。

⑴ 総会の決議があったものとみなされた事項の内容

⑵ 前号の事項の提案をした者の氏名又は名称

⑶ 総会の決議があったものとみなされた日

⑷ 議事録の作成に係る職務を行った者の氏名

第６章 理事会

（構成）

第３０条 理事会は、理事をもって構成する。

（権能）

第３１条 理事会は、この定款で定めるもののほか、次の事項を議決する。

(1) 総会に付議すべき事項

(2) 総会の議決した事項の執行に関する事項

(3) その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

（開催）

第３２条 理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1) 理事長が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の３分の１以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があ

ったとき。

(3) 第１４条第７項第５号の規定により、監事から招集の請求があったとき。
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（招集）

第３３条 理事会は、理事長が招集する。

２ 理事長は、第３２条第２号及び第３号の規定による請求があったときは、その日から１５日

以内に理事会を招集しなければならない。

３ 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、

少なくとも会日の５日前までに通知しなければならない。

（議長）

第３４条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（議決）

第３５条 理事会における議決事項は、第３３条第３項の規定によってあらかじめ通知した事項

とする。

２ 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところ

による。

（表決権等）

第３６条 各理事の表決権は、平等なるものとする。

２ やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について

書面をもって表決することができる。

３ 前項の規定により表決した理事は、第３５条第２項及び第３７条第１項第２号の適用につい

ては、理事会に出席したものとみなす。

４ 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることがで

きない。

（議事録）

第３７条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること。）

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が記名、押印しな

ければならない。

第７章 運営委員会

（構成及び任期）

第３８条 本会に運営委員会を置くことができる。運営委員は、第８章に定める部会の代表並び

に理事長が指名する者（以下「運営委員」という。）で構成する。

２ 運営委員の任期は役員の任期（第１５条第１項及び第２項）に準じて 2年とする。ただし、
再任を妨げない。
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（権能）

第３９条 運営委員会は、次に掲げる事項を議決する。

(1) 事業計画の推進に関する事項

(2) 部会の設置および運営に関する事項

(3) その他、会務上必要な事項

（開催）

第４０条 運営委員会は、次の場合に開催する。

２ 理事長が必要と認めたとき

３ 運営委員の２分の１以上から請求があったとき

（招集）

第４１条 運営委員会は、理事長が招集する。

（議長）

第４２条 運営委員会の議長は、理事長がこれにあたる。

（定足数）

第４３条 運営委員会は、運営委員の２分の１以上の出席がなければ開会することができない。

（運営委員会の議決）

第４４条 運営委員会の議事は、この規約に定めるもののほか、出席した運営委員の過半数をも

って決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

（運営委員会の書面表決等）

第４５条 止むを得ない理由のため、運営委員会に出席できない運営委員は、書面をもって表決

し、又は他の運営委員を代理人として表決を委任することができる。

２ 前項の規定により表決した運営委員は、第４４条及び第４６条第１項第２号の適用について

は、運営委員会に出席したものとみなす。

（運営委員会の議事録）

第４６条 運営委員会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 運営委員総数、出席者数及び出席者氏名（書面表決者にあっては、その旨を付記すること。）

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及び議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

２ 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人２人以上が記名、押印しな

ければならない。

（会議録の作成及び公開）

第４７条 運営委員会の議事録を会員、その他の利害関係者から閲覧の請求があった場合には、

正当な理由がある場合を除いては、これを閲覧させなければならない。
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第８章 部会

（部会の設置）

第４８条 理事長は、運営委員会の議決により、専門的な事項について活動を行う部会を設置す

ることができる。

（部会の組織等）

第４９条 部会の組織等に関する事項は理事会で決定し、別に定めるものとする。

第９章 資産及び会計

（資産の構成）

第５０条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立の時の財産目録に記載された資産

(2) 入会金及び会費

(3) 寄付金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

（資産の区分）

第５１条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産及びその他の事業に関す

る資産の２種とする。

（資産の管理）

第５２条 この法人の資産は、理事長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、理事長が別に

定める。

（会計の原則）

第５３条 この法人の会計は、法第２７条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

（会計の区分）

第５４条 この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計及びその他の事業に関す

る会計の２種とする。

（事業計画及び予算）

第５５条 この法人の事業計画及びこれに伴う活動予算は、理事長が作成し、総会の議決を経な

ければならない。

（暫定予算）

第５６条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長

は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収益費用を講じることがで
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きる。

２ 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

（予算の追加及び更正）

第５７条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て、既定予算の追加

又は更正をすることができる。

（事業報告及び決算）

第５８条 この法人の事業報告書、活動計算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類

は、毎事業年度終了後、速やかに、理事長が作成し、監事の監査を受け、総会の議決を経なけれ

ばならない。

２ 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

（事業年度）

第５９条 この法人の事業年度は、毎年４月１日に始まり翌年３月３１日に終わる。

(臨機の措置）

第６０条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は

権利を放棄しようとするときは、総会の議決を経なければならない。

第１０章 定款の変更、解散および合併

（定款の変更）

第６１条 この法人が定款を変更しようとするときは総会に出席した正会員の４分の３以上の多

数による議決を経、かつ、法第２５条第３項に規定する事項を変更する場合、所轄庁の認証を得

なければならない。

（解散）

第６２条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続き開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

２ 前項第１号の事由によりこの法人が解散するときは、正会員総数の４分の３以上の承諾を得

なければならない。

３ 第１項第２号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

（残余財産の帰属）

第６３条 この法人が解散（合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。）したときに残存
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する財産は、法第 11 条第３項に掲げる者のうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

（合併）

第６４条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の４分の３以上の議決

を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第１１章 公告の方法

（公告の方法）

第６５条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。

ただし、法第２８条の２第１項に規定する貸借対照表の公告については内閣府 NPO法人ポー
タルサイト(法人入力情報欄)に掲載して行う。

第１２章 雑則

（細則）

第６６条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、理事長がこれを定める。

附 則

１ この定款は、この法人の成立の日から施行する。

２ この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

役 職 氏 名

理 事 長 木 村 靖 公

副 理 事 長 平 田 義 裕

木 村 貞 美

菱 谷 正 博

板 倉 佐智子

会 計 段 野 拓 三

理 事 仲 尾 忠 司

島 岡 貞 夫

牛 谷 實

小牟田 幸 后

折 居 健

野 口 ますみ

中 島 圭 子

大 島 裕 司

今 枝 謙 之

宗 宮 惠 司

重 里 正 信

監 事 近 藤 誠 孝

佐 藤 暢 哉

３ この法人の設立当初の役員の任期は、第１５条第１項の規定にかかわらず、成立の日から平

成２６年６月３０日までとする。
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４ この法人の設立当初の事業計画及び活動予算は、第５５条の規定にかかわらず、設立総会の

定めるところによるものとする。

５ この法人の設立当初の事業年度は、第５９条の規定にかかわらず、成立の日から平成２５年

６月３０日までとする。

６ この法人の設立当初の入会金及び会費は、第８条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。

(1) 正会員入会金 ０円

正会員会費 年(月)額０円

(2) 賛助会員入会金 ０円

賛助会員会費 年(月)額０円

会社法人等番号 1200－ 05－ 015880
名称 NPO法人榎本地域活動協議会
主たる住所 大阪市鶴見区今津中一丁目 9番 32号
法人成立の年月日 平成 24年 12月 27日
定款の変更 平成 26年 1月 24日変更 平成 26年 1月 31日登記

（目的及び事業に(2)その他の事業 駐車場業を追加）

平成 27年 11月 16日変更 平成 27年 11月 26日登記
（目的及び事業に(1)⑦～⑪介護保険法に基づく事業を追加）
平成 28年 8月 27日変更
（事業年度第 59条 事業年度を 4月 1日から 3月 31日までとする)
平成 29年 4月 29日変更
（第 4章役員及び職員に名誉顧問を追加第 12条 3，第 13条 4，第 14条 8，
第 15条 5）

平成 30年 5月 19日変更
（第 4章役員及び職員に任期等第 15条第 2項を追加、第 7章運営委員会構
成に第 2項任期を追加、第 11章公告の方法に第 65条 2項に方法を追加）
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NPO法人榎本地域活動協議会設立趣旨書

１．趣旨

私たちの榎本地域には、JR学研都市線と大阪東線、そして間もなく開通する大阪外環状線が
交差する JR放出駅があり、大阪の東の玄関口です。古くは寝屋川、大和川の水運と中高野街道
沿いに開け、交通の要として栄えた歴史あるまちでもあります。

古い町並みが残り、商店街があり、高層マンションもそびえています。この地域に、7800世
帯、1万 7600人が暮らしています。大阪市の一般的な特徴である高齢者世帯が多いのは同じで
すが、工場がマンションに建て替えられ、子育て世代も多く住んでいます。

私たちの地域は、榎本連合振興町会を中心に多くの地域団体が力を合わせて地道な地域活動を

展開し、高い町会加入率も誇っていました。

夏の盆踊り・納涼縁日や秋の敬老慰安大会、連合運動会の他に、青色防犯パトロールや榎本ふ

れあいまつり、まちなか防災・避難所開設訓練、子育てサロン、はなてん音楽サロン、地域井戸

端会議「あいより」など、多彩な地域活動にも取り組んでいます。

しかし、そういった活動の担い手が高齢化し、若い世代とつなぐ手だてが喫緊の課題となって

います。

新しい担い手の参加のために門戸を広げたり、多様な課題や要望に応えていったりするために

は、これまでの任意団体では厳しくなっている状況があります。

また、予算規模が大きくなり、行政からの補助金、交付金の使途を含めて会計の透明性は、こ

れまでと違ったレベルのものが求められています。

私たちの地域では、自分たちのまちに目を向けて、おまつりを手づくりで楽しみ、時には防災

のこと、時には子育てのこと、お年寄りのこと、そして安全・安心を一緒に考えて行動するまち

づくりをコミニティづくりとして進めてきました。

こうしたまちづくりの主体を社会的に認められた公的な組織にし、より組織をオープンに、会

計の透明性を確保して地域住民と地域関連団体、事業所、行政等との連携を深めていくことが一

層大切になっています。そして、今までの組織を発展・拡充し、幅広い人たちが集まれる場をつ

くり、将来にわたって経済的にも安定した地域の基盤づくりを進めていかなければなりません。

今回、榎本地域活動協議会の特定非営利活動法人格を取得することでこうした課題が大きく前

進するものと確信しております。

以上の趣旨をご理解くださり、ご協力をお願いいたします。

これからも共に手を携えて、まちづくりを進めてまいりましょう。
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２．申請に至るまでの経過

平成 23(2011)年 １月 18日 地域活動協議会検討会が発足

平成 23(2011)年 6月 28日 地域活動協議会準備会が発足

平成 23(2011)年 11月 22日 地域活動協議会が発足

平成 24(2012)年 5月 1日 第１回 NPOプロジェクト会議が地域活動協議会の中に発足
平成 24(2012)年 5月 14日 第 2回 NPOプロジェクト会議 討議資料作成

平成 24(2012)年 6月 13日 第 3回 NPOプロジェクト会議 市民局の資料で検討

平成 24(2012)年 6月 20日 ふれあいえのもと通信 6号で NPOプロジェクトを紹介
平成 24(2012)年 6月 26日 地域井戸端会議「あいより」で経過の説明と報告

平成 24(2012)年 6月 30日 町会長会議にて経過の説明を行い立ち上げを承認

平成 24(2012)年 7月 4日 第 4回 NPOプロジェクト会議 原案の策定

平成 24(2012)年 7月 28日 町会長会議にて経過の説明報告

平成 24(2012)年 8月 8日 第 5回 NPOプロジェクト会議 設立準備

平成 24(2012)年 8月 28日 設立総会開催


